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府中市建設工事最低制限価格事務取扱要領 

 

平成２３年 ４月１日制  定 

平成２３年１２月１日一部改正 

平成２４年 ３月１日一部改正 

平成２６年 ４月１日一部改正 

平成２７年 ４月１日一部改正 

平成２８年 ４月１日一部改正 

平成２９年 ４月１日一部改正 

平成３０年 ４月１日一部改正 

平成３１年１０月１日一部改正 

令和 ２年 ４月１日一部改正 

令和 ５年 ４月１日一部改正 

令和 ８年 ４月１日一部改正 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、府中市建設工事執行規則（平成１１年府中市規則第１２号）

第９条に規定する最低制限価格の設定方法について、必要な事項を定めるものと

する。 

 （対象工事等） 

第２条 この要綱の対象となる工事は、競争入札に付する工事で、次に掲げる建設

工事については、最低制限価格を設定しないものとする。 

（１）総合評価落札方式一般競争入札の対象となる業務 

（２）その他市長が特に認める工事 

 （最低制限価格の設定） 

第３条 最低制限価格は、「別表 工事費内訳の区分」のそれぞれの工事区分に掲げ

る工事の種類の項に基づき、予定価格算出の基礎となった設計金額を当てはめて

算出した各工事費目の金額に、次の各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の

合計額（当該金額に１万円未満の端数がある場合は、切り上げる。）に１００分の

１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該工事の予定価格に１００分

の９２を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該工事の予定価格に１００分

の９２を乗じて得た額とし、当該工事の予定価格に１００分の７５を乗じて得た

額に満たない場合にあっては、当該工事の予定価格に１００分の７５を乗じて得

た額とする。 
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（１）直接工事費の額に１００分の９７を乗じて得た額 

（２）共通仮設費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

（３）現場管理費の額に１００分の９０を乗じて得た額 

（４）一般管理費等の額に１００分の６８を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、最低制限価

格を、当該工事の予定価格に１００分の７５から１００分の９２までの範囲内に

おける適宜の割合を乗じて得た額（当該金額に１万円未満の端数がある場合は、

切り上げる。）に１００分の１１０を乗じて得た額とすることができる。 

３ 前２項により最低制限価格を設定したときは、予定価格調書（様式第１号）に

記入するものとする。 

（入札参加者への周知) 

第４条 契約担当課長は、入札条件等に、地方自治法施行令第１６７条の１０第２

項の規定によって落札者を決定する旨（最低の価格をもって申込みをした者を落

札者とせず、最低制限価格を設けて最低制限価格以上の価格をもって申込みをし

た者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする旨）を記載して、

入札参加者に周知するものとする。 

２ 契約担当課長は、入札参加者に示す入札条件に前項及び最低制限価格がもうけ

られている旨を記載して、入札参加者へ周知するものとする。 

（入札の執行) 

第５条 入札執行者は、最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者がある

場合は、直ちにその者を失格とし、最低制限価格以上の価格をもって申込みをし

た者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。 

２ 最低制限価格を下回る価格の入札をした者の再度の入札への参加は認めない。 

 （最低制限価格の公表） 

第６条 最低制限価格は、開札後公表するものとする。ただし、入札が不調に終わ

り、落札者が決定しなかった場合には、公表しないものとする。 

(委任) 

第７条 この要領に定めのない事項については、市長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格等の設定については、

なお従前の例による。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年１２月１日から施行する。 
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   附 則 

１ この要領は、平成２４年３月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格等の設定については、

なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格等の設定については、

なお従前の例による。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格の設定については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格の設定については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格の設定については、な

お従前の例による。 

   附 則 

  この要領は、平成３１年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格の設定については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格の設定については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に公告を行った入札の最低制限価格の設定については、な
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お従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 工事費内訳の区分（土木工事）

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

直接工事費
共通仮設費

　＋間接労務費

現場管理費

　＋工場管理費
一般管理費等

直接工事費

　＋直接製作費
　（機器単体費×0.6）

共通仮設費

　＋間接労務費
　（機器単体費×0.1）

現場管理費

　＋工場管理費
　（機器単体費×0.2）

　＋機器間接費

一般管理費等
　＋機器単体費×0.1

架設工事原価の直接工事費

　＋工場塗装費
　＋鉄塔製作費×0.6

共通仮設費

　＋間接労務費
　（鉄塔製作費×0.3）

現場管理費

　＋工場管理費
　（鉄塔製作費×0.1）

一般管理費等

直接工事費

　＋直接製作費

共通仮設費

　＋間接労務費

現場管理費
　＋工場管理費

　＋据付間接費

　＋設計技術費

一般管理費等

備考） 用語の定義：広島県土木工事標準積算基準書等による

別表 工事費内訳の区分（建築工事）

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

注１） 直接工事費×0.85 共通仮設費
現場管理費

　＋直接工事費×0.15
一般管理費等

注２） 直接工事費×0.8 共通仮設費
現場管理費

　＋直接工事費×0.2
一般管理費等

直接工事費×0.8 共通仮設費
現場管理費
　＋直接工事費×0.2

一般管理費等

注１） 建築機械設備、建築電気設備を含む

注２） 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とする工事

備考） 用語の定義：公共建築工事積算基準による

別表 工事費内訳の区分（下水道工事）

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

直接工事費
　＋機器費×0.6

共通仮設費
　＋機器費×0.1

現場管理費

　＋据付間接費
　＋設計技術費

　＋機器費×0.2

一般管理費等
　＋機器費×0.1

備考） 用語の定義：下水道用設計標準歩掛表による

別表 工事費内訳の区分（水道工事）

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

直接工事費

　＋機器費×0.6

共通仮設費

　＋機器費×0.1

現場管理費

　＋据付間接費

　＋設計技術費

　＋機器費×0.2

一般管理費等

　＋機器費×0.1

備考） 厚生労働省水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表による

　　（※印の工事は、下水道用設計標準歩掛表による）

土木工事

電気設備工事※
機械設備工事※

下水道電気設備

下水道機械設備

工事の種類

工事の種類

工事の種類

工事の種類

建築

下記以外の土木工事

鋼橋製作

電気
（一般工事）

電気

（鉄塔・反射板工事）

機械設備

解体工事（単独）
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￥

￥ ）

￥

￥ ）

 ただし、 

       上記のとおり定める。

　公共工事の品質確保の推進に関する法律（平成１７年法律第１８号）の趣旨を踏まえ、

予定価格を設計金額と同額とする。

設 計 金 額
(消費税込み)  ￥

設 計 金 額
(消費税抜き)  ￥

（様式第１号）

予 定 価 格 調 書

予  定  価  格

（入札書比較価格

（消費税抜き）

　最 低 制 限 価 格

（入札書比較価格

（消費税抜き）

 


